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ＤＩ連携」プロジェクトの実証検証の内容を報告書にまとめたものです。 
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1 実証検証の背景・目的 

 プロジェクト管理法人として当該実証プロジェクト取り組みを申請する当社は、平成 19 年設立以来、

北海道の流通小売業発展に寄与するＩＴ化提案から導入保守までを一貫して取り組んでおります。当社独

自開発のＥＤＩパッケージソフトウェアは現在、北海道内上位２社の大手小売の取引企業様をはじめ 300

を超える中小企業及び個人事業商店様に活用を頂き、北海道の商品受発注業務の効率化を牽引するトップ

ランナーＩＴ企業であると自負しております。また近年においては、ベトナムをはじめアジア諸国と北海

道の流通小売事業者間の商取引コーディネートにも取り組み、国際的なＥＤＩにもチャレンジしています。 

 

 下記の一覧は、経済産業省の平成２６年商業統計表から抜粋した、北海道の卸小売事業者における 

従業員数別数です。 

表―１ 北海道の卸小売事業者における従業員数別数 

従業員数 2名以下 3～9名 10～19 名 20～49 名 50～99 名 100～ 合計 

卸事業者数 2,989 5,323 1,541 797 128 49 10,827 

小売事業者 11,105 14,083 4,368 1,681 504 201 31,942 

合計  14,091 19,406 5,909 2,478 632 250 42,769 

構成比 33.0％ 45,4％ 13.8％ 5.8％ 1.5％ 0.6％ 100％ 

上記の統計表によると、従業員数が 10 名未満の小規模・個人事業者が全体の 8 割に近い構成となって

います。事業規模から察するに設備投資は少額でありＩＴ化が進んでいないことが想定されます。従っ

て、ＦＡＸや電話で受発注業務を行っている事業者が北海道には数多く存在していると想定されます。 

小規模・個人事業者を含む中小企業のほとんどは下記のような経営課題を有しています。 

 ・資金繰りに苦労しており、ＩＴへの投資優先順位は極めて低い。 

 ・自社のコア分野の人材確保も大変な状態であり、ＩＴ系社員の確保まで手が回らない。 

 ・経営者自身のＩＴリテラシーが不足しており、ＩＴ利活用の進め方が分からない 

等です。 

しかしながら「規模は小さくとも素晴らしい商品を取り扱っている」ことも事実です。以上のような状

況を踏まえ当社は下記の目的を定め当該プロジェクトに取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●軽量化した業務管理機能を備えたＥＤＩパッケージによる業務省力効果を実証し、 

北海道内の小規模・個人商店のＥＤＩ利用を促進する。 

●中小企業共通ＥＤＩを普及させ、北海道の中小企業事業者と全国の事業者間の取引を

促進する。 

●中小企業共通ＥＤＩの普及に努め、北海道の中小企業事業者とアジアをはじめとする

海外との商取引基盤を整備する。 
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2 実証検証概要 

2.1 実証プロジェクト名 

 「北海道の中小企業における次世代共通ＥＤＩ連携」 

2.2 実施スケジュール 

プロジェクトは４月に開始し、２０１８年１月末完了で取り組みました。 

図―１ プロジェクト工程表 

作業項目 2017年度 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

メッセージ開発 メッセージマッピング                     

イーセールス 

サポート購買・販

売システムの 

設計・開発 

要件定義                     

基本・詳細設計           

実装・テスト           

共通ＥＤＩエンジン

をイーセールス 

サポートへ組込 

仕様把握           

概要・詳細設計           

実装・テスト                     

普及に向けたイー

セールスサポート

付加価値機能の

設計・開発 

要件定義                     

基本・詳細設計           

実装・テスト                     

実証検証 

コンソーシアム内

企業間 

実証検証計画                     

環境作成・事前テス

ト 

          

実証検証実施・結果

まとめ 

                    

実証検証  

プロバイダー間 

実証検証計画           

環境作成・事前テス

ト 

          

実証検証実施・結果

まとめ 

          

実証検証報告書 
報告書作成                     
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2.3 実証参加企業の構成 

当社が共通ＥＤＩサービスプロバイダー兼業務アプリケーション提供事業者となり、取引ケース（１）の

発注側に有限会社まるとみ酒販社、受注側に株式会社安岡社。取引ケース（２）の発注側に株式会社安岡

社、受注側に株式会社ホッカン社。アドバイザーとして株式会社ビームオン社の構成で実施しました。 

 図―２ 実証参加企業構成図 
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2.4 実証参加企業間における取引情報連携の現状と課題 

発注側と受注側で参加した３社で、それぞれの現状取引のプロセスと課題は下記となります。 

 

①検証対象取引ケース（１）発注事業者：有限会社まるとみ酒販 受注事業者：株式会社安岡  

 図―３ 取引ケース（１）現状の取引プロセス  

   まるとみ酒販                    安岡 受注部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状取引の課題】 

２社間の注文と注文受はＦＡＸで行っており、発注側には購買管理のシステムが無く、受注側には販売管理

のシステムが無い（受注側は伝票発行の為のソフトが存在するのみ）。 

従って、中小企業間の典型的な紙媒体を使用する取引となっており、生産性が低く情報の正確性も低い。 

②検証対象取引ケース（２） 

注文票 

O-1：所定の注文票に手書きし 

エクセルファイルで発行を記録します 

O-2：FAX送信します 
R-1：FAX受信します 

注文票 
O-3：注文票をファイリ

ングします 

R-2：伝票発行ソフトで

取引条件を確認します。 

R-4：FAX送信します 

O-4：FAX受信します 

O-5：納品予定記入済みの

注文受書を確認し 

入荷予定をエクセルファ

イルに追記します 

R-5：納品予定記入済み

の注文受書をファイリ

ングします 

O-6：納品予定記入済み

の注文受書をファイリ

ングします 

注文受書 

 注文受書 

 

注文票 

注文受書 

R-3：倉庫に問い合わせ

て在庫と出荷の確認を

し、注文受書を書きま

す。 
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発注事業者：株式会社安岡  受注事業者：株式会社ホッカン 取引物品：食料品 

 図―４ 取引ケース（２）現状の取引プロセス 

   安岡 発注部門                   ホッカン   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状取引の課題】 

取引ケース（１）同様２社間の発注と受注受はＦＡＸで行っている。発注側に購買管理のシステムが無い為、

手書きの注文書となっている。受注側には販売管理のシステムが存在するが発注が紙媒体の為、発注書を手

打ちして受注データを形成している。注文受書はシステムから印刷しＦＡＸで返している。 

従って、受注側はシステム化が進んでいるが、商流上発注側の方法に合わせており、発注側のみならず受注

側の生産性も落ちてしまっている（受注側はその他企業との取引は、概ね電子化されている）。 

中小と中堅企業間の典型的な取引現状である。  

O-2：FAX送信します 
R-1：FAX受信します 

R-2：注文書を確認し 在庫

管理システムで納品日を

確認します 

R-3：販売管理システムに売り上げデ

ータとして登録し、注文受納品予定

書を印刷します 

R-4：FAX送信します 

O-3：FAX受信します 

 

注文受書 

O-4：注文受書に基づき 

仕入管理システムへ 

納品予定日を登録します。  

注文受書 

注文書 

O-1：所定の注文書に手書きし 

エクセルファイルで発行を記録します 

注文書 
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2.5 ビジネスデータ連携基盤導入による解決策の提案 

前述のとおり、今回実証検証に参加した３社の取引はＦＡＸを基本とする旧態な方法であり、生産性や

情報精度に課題があります。当該コンソーシアムとしては、当社の現行ＥＤＩシステムを大幅に機能拡充

した中小企業共通ＥＤＩを活用し、あわせて業務管理アプリケーションが導入されていない参加企業に

対してはクラウド型の業務管理アプリケーションも当社より提供し、生産性と情報精度の向上を図りま

す。 

 

図―５ 実証検証全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【システム化のポイント】 

●現行システム資産を活かしつつ最先端の機能を実装したＥＤＩパッケージ 

現在当社で提供している EDI パッケージソフトウェアは大手小売事業者の取引をベースとして作成

しており、大量データ処理かつ多機能な仕様です。そのため小規模事業者や個人商店ではオーバー

スペックで高価な製品となり、導入に至らないケースがあります。かつ国連ＣＥＦＡＣＴ準拠では

ありません。そこで、基本仕様から見直しをかけ、国連ＣＥＦＡＣＴ準拠のマッピング機能と利用

する企業規模に応じ販売や仕入管理等業務管理機能を搭載させ、大手チェーンストアから個人商店

まで企業規模や取扱い数量に関わらず利用して頂ける製品へ改修し、当該パッケージでシームレス

な受発注取引を実現します。 

 

●個人商店も使用対象とした使いやすい業務管理ソフト 

ＥＤＩパッケージ同様、当社で現在提供しているクラウド型の業務管理パッケージを中小企業共通

ＥＤＩと連携できるように改修します。北海道での普及範囲をふまえ、個人商店でも使用できるよ

う必要最低限の機能に絞りパソコンに不慣れな事業者でもすぐに使用できるユーザーインターフェ

ースとします。今回、参加企業３社のうち２社は管理業務アプリケーションに不慣れな状況での実

証検証を行うことになりますが、この業務管理パッケージであれば期間内に検証結果を出せると考

えられます。 
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3 実証検証の事前準備 

3.1 実証検証対象取引プロセスの決定 

取引プロセスは、取引ケース（１）（２）共に、「注文」→「注文受領」→「注文情報更新」→「注文回答」

→「注文回答受領」となります。 

図―６ 取引プロセスフロー 

 

 

  

株式会社安岡 

 

株式会社ホッカン 

注文情報 

送信 

注文情報 

受信 

注文情報 

更新 

注文回答 

送信 
注文回答 

受信 

注文情報 

送信 

注文情報 

受信 

注文情報 

更新 

注文回答 

送信 

注文回答 

受信 

注文メッセージ 

注文回答メッセージ 

注文メッセージ 

注文回答メッセージ 

共通 EDI 

プロバイダ 

共通 EDI 

プロバイダ 

有限会社まるとみ酒販 

取
引
ケ
ー
ス
（
１
） 
取
引
ケ
ー
ス
（
２
） 
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【取引プロセスフローの説明】 

表―２ 取引ケース（１）の取引プロセス 

対象企業 取引プロセス プロセスの説明 

まるとみ酒販 

 

 

 

注文情報送信 業務管理パッケージ購買管理の商品注文画面から操作を行う。 

業務管理パッケージで採番する発注管理番号をキーとして、取

引先テーブル情報に基づき安岡社向けの注文データを生成し

管理ＤＢへレコードを生成する。当該取引では２社ともに当社

の業務管理パッケージを使用する為不要であるが、機能汎用性

を保持する為、国連ＣＥＦＡＣＴフォーマットのレコードも生

成する。 

安 岡 注文情報受信 業務管理パッケージ販売管理の商品受注画面から操作を行う。 

安岡社宛ての新規注文レコードを抽出し注文受信として画面

へ表示する。 

注文情報更新 画面に表示されている注文内容を確認し、非常時ストック商品

に関しては在庫確認機能を立ち上げ（画面空きスペースに状態

表示）在庫なしの場合は、数量や納期の変更を行う。変更内容

はメモリ内で保持されている状態とする。 

注文回答送信 内容変更を行った状態（画面上反映）から、注文回答のボタン

クリックによりＤＢ内に注文回答サインがオンとなった注文

回答レコードが生成される。合わせて、国連ＣＥＦＡＣＴフォ

ーマットのレコードも生成する。当該取引では２社ともに当社

の業務管理パッケージを使用する為不要であるが、機能汎用性

を保持する為、国連ＣＥＦＡＣＴフォーマットのレコードも生

成する。 

まるとみ酒販 

 

注文回答受信 注文結果確認画面から操作を行う。業務運用上定期的に画面を

確認する方法となる。まるとみ酒販向けに生成された注文回答

レコードを抽出し、画面上に表示する。この処理でのレコード

更新削除は不可とする。 
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表―３ 取引ケース（２）の取引プロセス 

取引企業間 取引プロセス プロセスの説明 

安  岡 

 

 

 

 

 

注文情報送信 業務管理パッケージ購買管理の商品注文画面から操作を行う。 

業務管理パッケージで採番する発注管理番号をキーとして、取

引先テーブル情報に基づきホッカン社向けの注文データを生

成し管理ＤＢへレコードを生成し、あわせて国連ＣＥＦＡＣＴ

フォーマットのレコードも生成する。今回の取引構成は今回開

発した業務管理機能を使用しないため、国連ＣＥＦＡＣＴフォ

ーマットのレコードからマッピングテーブルを使用してクラ

ウドサーバー内にＣＳＶファイルを生成する。 

ホッカン 

 

注文情報受信 当社が先に提供し他社での注文情報受信に使用しているＥＯ

Ｓシステム（クラウド形式）が、ＥＤＩサーバーへ接続をかけ、

ＣＳＶファイルをダウンロードする。受信結果（ダウンロード

結果）がＥＯＳ管理画面に表示される。 

注文情報更新 ＥＯＳシステムでダウンロードした注文情報を、独自開発の販

売管理システムで取り込み、注文情報として一時セットする。

業務運用では定期的に注文情報を画面で確認し、非常時ストッ

ク商品の注文があった場合は、在庫照会を行い欠品の場合は、

注文内容の納期または数量の修正（更新）を行う。この時点で

販売管理システムの注文情報は更新される。 

注文回答送信 内容変更を行った状態（画面上反映）から、注文受確定ボタン

クリックにより販売管理システム内に生成されたレコードが

ＣＳＶファイル形式でＥＯＳシステムへアップロードされる。 

ＥＯＳシステムは安岡社向けの注文回答レコードをＥＤＩサ

ーバーへ送信する。ＥＯＳシステムから注文回答情報を受信し

たＥＤＩサーバーは注文回答レコードをＤＢ内に生成する。 

安  岡 

 

注文回答受信 注文結果確認画面から操作を行う。業務運用上定期的に画面を

確認する方法となる。安岡社向けに生成された注文回答レコー

ドを抽出し、画面上に表示する。この処理でのレコード更新削

除は不可とする。 
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3.2 中小企業共通 EDI メッセージ 

実証検証の実施前に、対象とする取引情報項目が中小企業共通 EDI のメッセージ仕様の範囲内か否かを確

認しました。 

3.2.1 中小企業共通 EDI メッセージとのマッピング 

取引ケース（１）と（２）の現状使用している注文表項目およびＥＤＩでの交換データ項目と中小企業共通

ＥＤＩ仕様項目とのマッピング結果は下記となります。 

 

①取引ケース（１）のマッピング表 

表―４ 取引ケース（１）のＦＡＸでやり取りする注文票のマッピング表 

※取引項目と合致したメッセージ項目のみ抜粋 

 

 以下余白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表―５ 取引ケース（１）のＥＤＩでやり取りする注文票のマッピング表 



 

11 

 

※取引項目と合致したメッセージ項目のみ抜粋 

②取引ケース（２）のマッピング表 

表―６ 取引ケース（２）のＦＡＸでやり取りする注文票のマッピング表 
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※取引項目と合致したメッセージ項目のみ抜粋 

 

以下余白 
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表―７ 取引ケース（２）のＥＤＩIでやり取りするデータのマッピング表 

※取引項目と合致したメッセージ項目のみ抜粋 
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マッピング結果表 

表―８ ＦＡＸでやり取りする注文表のマッピング結果 

 

 

 

 

 

 

表－９ ＥＤＩでやり取りするデータのマッピング結果 

 

上記のマッピング結果より、当該プロジェクトにおいて EDIでやり取りを行うデータは、中小企業基本

仕様及び中小商社購買仕様に適応していることを確認しました。 
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3.2.2 実証検証メッセージの評価 

２つの取引ケースに共通しますが、現行（ＦＡＸ）でのやり取りには「管理番号」が存在していませ

ん。取引ケース（１）ではＪＡＮコードも存在していません。ＥＤＩで最低限の情報交換ができるよ

う情報項目の協議を行った結果、両ケース同一のフォーマットで実証検証が可能との判断となりま

した。これにより実証検証の２取引ケースの比較が可能となりました。安岡社からの注文を受けるホ

ッカン社は管理システムが配備されていますが、事前の打ち合わせにより当該フォーマットでの注

文データ取り込みが可能であることを確認して行っていきました。 

 ホッカン社とのやり取りで気づいた共通 EDI の標準メッセージを適応する場合の留意点を記載し

ます。 

  ①情報項目のフォーマット変換 

発注側と受注側の業務管理システムが異なる場合、日付のフォーマットが異なる場合があり

ます。 

例えば発注側では「2017/12/11」だが、受注側では「17/12/11」の場合、共通メッセージから

受注側へ CSV 変換したデータでは取り込みが出来ません。 

この対応として、当社では従来の EDI に実装していた２社間でのデータフォーマット変換機

能を経由させて受け渡しのエラー発生を解消しました。共通 EDI プロバイダにもこのような

機能は必須となります。 

 

 ②情報項目の桁数調整 

小売り系商取引の情報仕様は、企業規模によらず発注者側に合わせることが基本となります。 

例えば「企業コード」もそうです。発注と受注どちらにも業務管理システムが入っている場

合、それぞれの企業で企業（取引先）コードの体系も桁数も異なることは当然です。受注側

が、新たに EDI 取引となる発注側の体系に合わせるようなことはしません。 

この対応として、①のフォーマット変換同様に、従来の EDI に実装していた２社間でのデー

タフォーマット変換機能を経由させてこの課題を解消しました。共通 EDI プロバイダにもこ

のような機能は必須となります。 

 

 ③EDI プロバイダの調整能力 

今回実証検証に参加した３社は、当社と取引のある企業です。実務での担当者とのやり取り

も十分ある中ですが、実証検証を行う際のデータ仕様の合意に関しては時間を要しました。 

これはシステム開発における要件定義の工程に準ずる作業だと感じました。お互いの要望を

聞き出しながら、かつ一つにまとめていくコーディネート力が間に入る EDI プロバイダの担

当者に求められます。単にソフトウェアの機能や技術力だけでなく、人間力の向上も必要で

あると強く感じました。 
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3.3 業務アプリケーションへの連携機能の実装  

3.3.1 中小企業共通 EDI プロバイダへの機能実装 

実証検証を行った EDI プロバイダの機能実装状況は下記表のとおりです。 

 

表―１０中小企業共通 EDI 実装ガイドライン対応確認リスト（プロバイダ用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表は以下次ページに続きます 
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表―１０の続きです 
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3.3.2 連携業務アプリケーションへの機能実装 

業務アプリケーション（EDI メッセージの編集・送受信）の機能実装状況は下記表のとおりです。 

 

表―１１中小企業共通 EDI 実装ガイドライン対応確認リスト（業務アプリケーション用） 
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4 実証検証対象システムの概要 

実証検証に使用したシステムは下記となります。 

 

表―１２ 実証検証対象システム一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取引ケース（１）（まるとみ酒販社と安岡社）では、中小企業共通 EDI 仕様を実装する当社提供の EDI 機

能と、その前後に同じく当社提供のクラウド型の業務パッケージを使用した構成です。EDI と業務パッケ

ージ間は当社独自の接続方式となります。上記表の「A01＋A02＋A03」となります。 

取引先ケース（２）（安岡社とホッカン社）では、EDI 機能は取引先ケース（１）と同一ですが受注側（ホ

ッカン社）に現在他社との取引で使用している受注処理システムがあるため、その EOS システムを使用し

ました。EDI と EOS 間はエージェント方式でデータ交換を行ないます。上記表の「A01＋A03＋A04」と

なります。 

 

全体イメージは次ページとなります 
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 図―７ 実証検証システムの全体イメージ図 
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5 実証検証の実施 

5.1 データ連携プロバイダと業務アプリケーション間の連携実証検証 

5.1.1 実証検証方法 

実証検証で実施した企業間のデータの連携パターンは下記となります。 

表―１３ 連携パターン表 

 

上記の連携パターンでのデータ連携プロバイダと業務アプリケーション間の連携実装検証の処理の流れ

は下記となります。 

（１）取引ケース（１）＜発注側：まるとみ酒販社 受注側：安岡社＞の場合 

共通ＥＤＩ機能と業務アプリケーション共に当社提供の構成です。 

両システムともにクラウド型アプリケーションであり、ＥＤＩでのデータ受渡し処理はクラウドサ

ーバー内での流れとなります。 

① 発注情報登録を行うと発注データは EDI 機能部分に実装されている中小企業共通 EDI マッピ

ング機能を通して取引ＤＢに発注データが生成されます。 

↓  

② 受注企業が受注受け操作を行うと中小企業共通 EDI マッピング機能を通して取引ＤＢから注

文情報が抽出され受注画面に表示されます。 

↓  

③受注側が納期修正などを行った後で受注を確定させると、取引ＤＢから販売ＤＢへデータが複

製追記され販売管理システムの販売実績データとなります。 

↓  

④ 発注側が受注回答を確認すると中小企業共通 EDI マッピング機能を通して取引ＤＢから購買

ＤＢへデータが追記され購買管理システムの購買実績データとなります。  
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（２）取引ケース（２）＜発注側：安岡社 受注側：ホッカン社＞の場合 

発注側は取引ケース（１）と同一構成ですが、受注側は業務管理システム及び EDIとの接続方式が

異なりますので下記の流れとなります。 

① 発注情報登録を行うと発注データは EDI 機能部分に実装されている中小企業共通 EDI マッピ

ング機能を通して取引ＤＢに発注データが生成されます。 

↓  

② 受注側のシステムに組み込んだエージェントプログラムが取引ＤＢの発注情報を取込み、中

小企業共通 EDIマッピング機能を通して、受注側の受注管理クラウドサーバー（EOS）内に CSV

形式として生成します。 

↓  

③ 受注側が受注確認操作を行うと受注管理クラウドサーバー内の CSV ファイルを検索して販売

管理システムに取り込み、受注画面に表示されます。 

↓  

④ 受注側が納期修正などを行った後で受注を確定させると販売管理費システムで販売実績デー

タとしてレコードが追加され、併せて受注回答用の CSVファイルが生成されます。 

↓  

⑤ 販売管理システムから受注管理クラウドサーバー（EOS）へ CSVファイルを送信し、エージェ

ントプログラムが CSV ファイルを検知すると中小企業共通 EDI マッピング機能を通して EDI

の取引ＤＢへ受注回答として追記します。 

↓  

⑥ 発注側が受注回答を確認すると中小企業共通 EDI マッピング機能を通して取引ＤＢから購買

ＤＢへデータが追記され購買管理システムの購買実績データとなります。  
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5.1.2 実証検証結果 

データ連携プロバイダと業務アプリケーション間の連携実装検証の結果は下記となりました。 

 

表―１４ 連携実証検証の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密結合的な共通ＥＤＩ実装システムと業務アプリケーションであるため、各システムの製造（共に従

来のシステムを改修、ＥＤＩ部は国連ＣＥＦＡＣＴ対応として大幅に改修）チームは別に編成しまし

たが、データ管理部分は共通仕様が多く設計段階より密に連携していたため、連携実証検証も円滑に

行えました。 

上記法のように、正常パターンはもとより、上限パターンにおいてもデータの正確性を保持して 

データ連携プロバイダと業務アプリケーション間のデータ受け渡しが出来ました。 

 

5.1.3 効果および課題 

5.1.3.1 中小企業共通 EDI プロバイダにおける効果および課題 

効果としては、様々な産業界の商取引を可能とする為の情報交換プラットフォームとして国連Ｃ

ＥＦＡＣＴ対応の情報項目マッピング機能とインターフェース（エージェント、ＡＰＩ）機能の製造

は、当社として初めての実装でしたが、仕様どおりデータ受け渡しが確認できました。取引ケース

（１）は、業務アプリケーションも当社製造品の為ＥＤＩ機能との親和性が高く、業務データの変換・

受け渡し共に心配はしていませんでしたが、取引ケース（２）の受注側（ホッカン社）の業務システ

ムとのデータ変換・受け渡しが仕様通りに確認できた事で、当該ＥＤＩがパッケージ製品を含む他社

開発の業務システムを備える企業においても使用頂けることが実証でき、普及に向けての確証とな

りました。 

課題としては、「別紙５－７ アプリベンダ・EDI プロバイダ向け効果・課題アンケート」にも記述

しましたが、２社間で業務管理システムが異なる場合のデータの正確性保持、例えば金額桁数の違い

による桁落ちの防止対応等が重要な課題です。 

 

5.1.3.2 業務アプリケーションベンダにおける効果および課題 

効果としては、中小企業共通ＥＤＩとのインターフェース（エージェント、ＡＰＩ）に対応した業

務アプリケーションの製造に取り組みプロバイダ機能との連携実証検証が完了したことで、他社の共

通ＥＤＩとの連携使用ができる自信につながりました。当該アプリケーションはクラウド型である為
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ＥＤＩプロバイダ間のデータ連携もＡＰＩでスピーディーに実現できると感じています。 

課題としては、前述と同じとなりますが、２社間で業務管理システムが異なる場合のデータの正確性

保持が最も重要な課題です。 

 

5.2 ビジネスデータ連携基盤の導入効果実証検証 

5.2.1 実証検証方法 

5.2.1.1 企業の受発注業務の現状 

実証参加受発注企業間の取引情報連携の現状として、実証検証に参加した受発注企業に、「別紙

５－１基本情報アンケート」を実施した結果を以下にまとめました 

 

表―１５ 実証参加受発注企業の取引情報連携の現状（まとめ表） 

会社名 年間発注処理

件数（総数） 

電話・FAX によ

る発注の割合 

年間受注処理

件数（総数） 

電話・FAX によ

る受注の割合 

EDI 利用

の有無 

（有）まるとみ酒

販売 
2,000 件 10％ 10,000 件 70％ 有・無 

（株）安岡 
1,000 件 100％ 25,000 件 100％ 有・無 

（株）ホッカン 

 
1,000 件 50％ 100,000 件 2％ 有・無 

 

実証検証のペアは 2 つとなります。ひとつめは、「まるとみ酒販」から「安岡」へ「菓子類」の発注、

もう一つが「安岡」から「ホッカン」へ「海苔類」の発注です。安岡社は小さいながら食品総合卸の位

置づけですがＥＤＩは使用していません。半面、酒類小売・卸専門のまるとみ酒販社と海苔類専門の

卸であるホッカン社はＥＤＩを他の企業間では使用しています。 

まるとみ酒販社の発注のほとんどがＥＤＩ化されている理由は、仕入先である北海道最大級の酒類

卸企業より発注の独自システム（ＶＡＮ）を提供されているからです。 

また、ホッカン社の受注のほとんどがＥＤＩ化されている理由は、大手流通小売り及びその傘下小

売店舗からの発注が大半であり大手流通小売のＥＤＩを使用しているからです。 

安岡社のＥＤＩ化がなされていない理由として、受注先が小規模事業者又は、まるとみ酒販社のよ

うに主力外商品（補完商品）であり相手がＥＤＩを積極的に使用する立場にないことが考えられます。

また、発注に関しては、発注先が大手であっても、商取引の関係上発注側に合わせる慣習がある為、

ＥＤＩを使用していない安岡社の方法になっていることが考えられます。 

まるとみ酒販社もホッカン社も、安岡社との取引を積極的にＥＤＩ化しようとは考えていないよう

ですが、安岡社が主体となってＥＤＩ化することは、効果は少ないですが手作業の削減につながる為、

賛同は得られる環境だと言えます。安岡社は他２社に比較して取引件数額ともに少ないですがＥＤＩ

化による効果は大きいと想定できます。 
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5.2.1.2 検証対象取引ケース 

 

検証対象の取引ケースは下記の図となります。 

現状、両社間の情報のやり取りはＦＡＸを使用しています。 

 

図―８ 検証対象取引ケース（１） 発注：まるとみ酒販  受注：安岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―９ 検証対象取引ケース（２） 発注：安岡  受注：ホッカン 
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5.2.1.3 業務時間測定の概要 

（１）測定の方法 

  取引ケース（１）（２）共に、下記の図のように「発注場所」「受注場所」そして「システム監視場所」 

の３拠点で体制を組んで行いました。 

 

図―１０ 測定拠点間構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各取引ケース測定日は 1 日とし、現行の方法（ＦＡＸ）とＥＤＩを続けて行いこれを１セットとして、

合計 2 セット行いました。現行とＥＤＩ使用の業務の流れは下記となります 

図―１１ 取引ケース（１）の業務の流れ比較 

             【現  行】              【ＥＤＩ使用】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注場所 

（売場） 

システム監視場所 

（イークラフトマン

本社） 

受注場所 

（事務所） 

業務管理アプリ 

＋共通ＥＤＩ 

ＦＡＸ電話回線 

インターネット接続 インターネット接続 

インターネット接続 
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図―１２ 取引ケース（２）の業務の流れ比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下余白 
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（２）実施風景 

取引ケース（１）  10 月 24 日  

注文現場：まるとみ酒販 店舗外観       まるとみ酒販店内 左が店長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．現行の業務風景 

              【注文業務の風景】 まるとみ店舗 

 陳列在庫を確認しメモ書き                       

 

 

                           注文書を手書き 

 

 

 

 

 

 

           右奥のＦＡＸで送信               

 

   

 

 

 

 

 

【注文受・注文回答業務の風景】 安岡本社 

              ＦＡＸを受け取る  
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            伝票印刷用業務管理ｓで取引情報照会と入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注文回答書をＦＡＸ              

                             

                            納品伝票を印刷 

 

                        

  

 

 

 

 

 

【注文回答受領業務の風景】 まるとみ店舗 

注文回答書を受け取る 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注文回答書はバインダーへ保管 

送信済み注文回答書は 

バインダーへ保管 
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ｂ．ＥＤＩの業務風景 

【注文業務の風景】まるとみ店舗 

  バーコードスキャナで登録 

 

 

 

 

 

 

                           その場から発注 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注文受・注文回答業務の風景】 安岡本社 

イーセールスサポートで注文内容を確認 

注文回答を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注文回答受領業務の風景】 まるとみ店舗 

イーセールスサポートで注文回答を確認 
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取引ケース（２）  12 月 11 日  

 

注文現場：安岡 本店外観            安岡本部 左が担当課長  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．現行の業務風景 

【注文業務の風景】安岡店舗 

 陳列在庫を確認しメモ書き                       

 

 

                           事務所に戻って注文書を手書き 

 

 

 

 

 

 

           ＦＡＸで送信               

 

   

 

 

 

 

 

【注文受・注文回答業務の風景】 ホッカン本社 

              ＦＡＸを受け取る  
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            紙を見ながら販売管理システムに入力 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                注文回答書をＦＡＸ              

                             

                            

 

                        

  

   

 

 

 

             【注文回答受領業務の風景】安岡本社 

注文回答を受け取る 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

注文回答書はバインダーへ保管 

送信済みの注文回答書は 

バインダーへ保管 
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ｂ．ＥＤＩの業務風景 

 【注文業務の風景】安岡店舗 

   バーコードスキャナで登録 

 

 

 

 

 

 

                           その場から発注 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注文受・注文回答業務の風景】ホッカン本社 

ＥＯＳで受信、その後販売管理システムへ転送し注文回答を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注文回答受領業務の風景】 安岡本社 

イーセールスサポートで注文回答を確認 
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（３）測定実施期間と測定件数 

  測定実施期間と測定件数は下記となります。 

表―１６ 測定実施期間と測定件数 

対象取引ケース 測定の実施期間 測定件数 

取引ケース（１） 現状  10 月 24 日  ～  10 月 24 日        40 件 

取引ケース（１）EDI 検証  10 月 24 日  ～  10 月 24 日        40 件 

取引ケース（２） 現状  12 月 11 日  ～  12 月 11 日        40 件 

取引ケース（２）EDI 検証  12 月 11 日  ～  12 月 11 日        40 件 

 

 

5.2.2 実証検証結果 

5.2.2.1 業務時間測定結果（現行－実証検証対比） 

業務時間の測定結果を、下記の表にまとめました。 

表―１７ 取引ケース（１）の業務時間測定結果 

業務 

番号 
実施企業 業務名 

平均業務時間 

（現状業務） 

平均業務時間 

（EDI を使った業務） 

①  まるとみ酒販 注文 1,630.0 秒 1,018.0 秒 

②  安岡 注文受領     46.5 秒        17.5 秒 

③  安岡 注文回答 1,581.5 秒. 100.0 秒 

④  まるとみ酒販 注文回答受領    169.5 秒      46.5 秒 

 

取引ケース（１）の測定結果に対する見解や説明 

この取引ケースは、現状発注側も受注側も業務管理システムを使用していません（下記に記述して

いますが安岡社は伝票印刷の為に仕組みを使っていますが電子データとしての活用はしていません）。

従って、業務管理システムを伴うＥＤＩ化の効果は大変に大きかったと考えられます。 

ＥＤＩを使った場合、注文業務で約４０％、注文回答受領で９０％、注文回答にいたっては９５％

近くも業務時間が減少となりました。特に安岡社にとっては大変大きな効果が見込めます。詳細は「別

紙５－５測定結果まとめシート」を参照となりますが安岡社の場合、 

・販売管理ソフトウェアで伝票（納品・出荷・請求が複写、これを納品物と一緒に送付する）を

印刷しています。伝票印刷の為にＦＡＸで届いた注文情報を手入力し、専用プリンタで位置合

わせをして印刷しています。 業務管理システム＆ＥＤＩ化によりこの作業が不要となります。 

また、まるとみ酒販社においても、 

・ＥＤＩ化に伴って業務管理システムを使用することで、商品のバーコードスキャナ入力方式と

なり、陳列棚に向かって補充商品名と必要個数を手書きメモする作業が不要となりますので業

務負担も減らせます。 

・注文回答書の転記やバインダー保管の単純作業も減らせます。 

業務管理システム＆ＥＤＩ化は双方で大きな効果が見込めます。 
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表―１８ 取引ケース（２）の業務時間測定結果 

業務 

番号 
実施企業 業務名 

平均業務時間 

（現状業務） 

平均業務時間 

（EDI を使った業務） 

① 安岡 注文 2,227.0 秒 1,133.5 秒 

② ホッカン 注文受領     53.5 秒        17.0 秒 

③ ホッカン 注文回答 190.5 秒. 56.5 秒 

④ 安岡 注文回答受領    431.5 秒      85.5 秒 

 

取引ケース（２）測定結果に対する見解や説明 

この取引ケースは、現状受注側（ホッカン社）に独自に開発された業務管理システムが配備されて

います。発注側がＦＡＸを望む為、他社でＥＤＩから電子データで受け渡せる業務管理システムをフ

ル活用することが出来ませんが、取引ケース（１）に比較して受注側のＥＤＩ化効果は小さくなって

います。 

ＥＤＩを使った場合、注文業務で約５０％、注文回答受領で８０％、注文回答は７０％の業務時間

減少となりました。こちらも取引ケース（１）同様に安岡社にとっては大きな効果が見込めます。詳

細は「別紙５－５測定結果まとめシート」を参照となりますが安岡社の場合、 

・ＥＤＩ化に伴って業務管理システムを使用することで、商品のバーコードスキャナ入力方式と

なり、陳列棚に向かって補充商品名と必要個数を手書きメモする作業が不要となりますので業

務負担も減らせます。 

・注文回答書の転記やバインダー保管の単純作業も減らせます。 

また、ホッカン社においては、 

・絶対的数値としての削減効果は少ないように見えるが、他の取引先と同様にＥＤＩを使用する

ことが出来ることで担当者の精神的な負担が軽減できる。 

業務管理システム＆ＥＤＩ化は双方で効果が見込めます。 

 

 

5.2.3 効果および課題 

5.2.3.1 受発注企業における効果及び課題 

今回の実証検証を行った受発注企業３社からの意見（感想、期待、課題等）をアンケート及びヒアリ

ングで収集整理しました。３社ごとに記述します。 

ａ．まるとみ酒販社 

・主力商品の酒類では酒業界専用の発注システムを使用していてハンディーでの発注の便利さは

十分に実感しているので、今回の実証検証もある意味当然作業時間の短縮と労務軽減が出ると

思っていたのでそのとおりだった。 

・安岡社への発注商品は菓子類であり、酒類専門のシステムは使えないので、それなりにお金を

かけて発注システムを買わないといけないが、取引件数が少ないのでそこまでの投資は不要と

考えていたが、これだけ効果が見込めるので「安ければ」導入を考えたい。 

・使用料金がいくらになるのか？が課題。使用頻度に応じての料金体系ならば導入効果は出ると 
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思う。現在使用している酒類専用発注システムの月額使用料金はかなり安い。 

ｂ．安岡社 

安岡社の場合、受注側としての見解と発注側としての見解がありましたので、それぞれ分けて記述

します。 

【受注側として】 

・以前勤務していたチェーンストアではＥＤＩを使用していたので効果が出ることは確信してい

た。早期に実務でまるとみ酒販社との取引をＥＤＩ化したい。まるとみ酒販社側も効果を認めて

いるようだから、双方にメリットがある。イークラフトマン社からの良い提案を望む。 

・現在伝票発行のみに使用している販売管理パッケージは、いつ止まるか不安を抱えている。受

注側の意向を聞きつつ新しい業務管理システムに移行させていきたい。今回の業務管理システ

ムに当社独自の必要機能を追加したシステムを早期に導入したい。 

・当社も人手不足が深刻な問題である。ＩＴ化できる仕事はどんどん変えていきたいので、この

実証検証に参加出来たことは当社として大変有意義である。 

・課題として受注側は、発注側の意向をくんで取引方法を決めるのが基本なので、ＦＡＸや電話

しかない受注側に、ストレートにＥＤＩ化の提案は難しい。やはり投資対効果（安価な使用料金）

が必要不可欠だと思う。 

【発注側として】 

・バーコードスキャンの発注は、中堅以上では当たり前のことだが、従来同様手作業に慣れてい

るとそのまま流されてしまう。実証検証とはいえ当社の店舗内でスキャンニング発注の風景が

見えたことは感慨深い。導入する意欲がさらに高まった。 

・受注側のホッカン社は、大手スーパーとの取引も多いので当然他社とはＥＤＩを使用している。

大手と比較して取引件数は少ないが、ホッカン社としてもＦＡＸ使用のイレギュラーなやり取

りは早期に無くしたいだろうからこの実証検証の結果は後押しとなる。 

・課題は、業務管理ソフト＆ＥＤＩ機能の月額使用料金だ。できれば数千円レベルが望ましい。 

 

ｃ．ホッカン社 

・正直、安岡社との取引は当社全体の割合からすると非常に小さい。他と同様に標準化をしたい。

仕事の流れは極力同じがエラーも起こりにくいし、社員の精神的な負担も少なくなる。 

・今回の実証検証で、件数が少ないながらも確実に効果が出ることが客観的にわかったことは意

義深い。 

・当社が発注側となる取引では、受注側はＦＡＸや電話ベースが多い。従来の高価なＥＤＩシス

テムでは受注側へ提案することは困難だったが、共通型のＥＤＩが業務管理機能付きで安く提

供できるのならば期待が持てる。 

 

 

上記を整理すると 

・発注側も受注側も、この実証検証による中小企業共通ＥＤＩと業務管理システムの使用効果は十分

に実感できました。 
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・３社ともに実証検証に非常に前向きに協力頂けました。背景として、３社全ての担当責任者が、現

在他社との取引又は過去にＥＤＩを使用しその効果を実務で認めている事も要因だと思われます。 

・取引ケース（１）は、当社の業務管理システムを双方で使用するパターンであり、共通ＥＤＩとの

データ連動方式は独自で強固、ユーザーの使い勝手も良いので実証検証前も不安はなかったが、取引

ケース（２）は、ホッカン社側のシステムが当社からの提供ソフトではあるがＣＳＶ渡しの形式であ

ったため実証検証前は若干不安があったが、新たに実装した国連ＣＥＦＡＣＴ仕様データからのＣ

ＳＶ生成が正確に実行され円滑に実証検証が完了出来た点は、はじめて国連 CEFACT 仕様を実装し

た EDI 製造元の当社として、次年度以降の普及活動に対して大きな自信となりました。 

 

以下余白 
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5.3 実証プロジェクト個別のテーマの実証検証 

5.3.1 ＥＤＩプロバイダ間連携の実証検証 

イークラフトマンとアプストウェブ簡易 ERP 間でデータ連携の実証検証を行いました。 

 

5.3.1.1 実証検証目的 

中小企業共通 EDIを使用する中小企業が異なる EDI プロバイダを経由しても、そのプロバイダが中小

企業共通 EDI の仕様を実装している場合、簡単な設定で商取引の情報交換が可能となる事が今回の中

小企業共通 EDI の最重要な機能です。当該実証検証は、当コンソーシアムで製造しコンソーシアム内

での受発注検証済の EDI と当データ連携実証事業に参加している他コンソーシアムプロバイダーの

EDI を経由してその前後に配置される業務ソフトウェア間のデータ交換が正常に行えるかを検証しま

す 

 

5.3.1.2 実証検証構成等 

検証で使用したシステム構成は下記となります。 

 

図―１３ プロバイダ間システム構成図 

 

5.3.1.3 検証の方法 

（１）検証シーケンス 

図―１４ プロバイダ間連携検証シーケンス図 
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（２）発注側のシナリオ 

表―１９ プロバイダ連携 発注側のシナリオ 

 

（３）受注側のシナリオ 

表―２０ プロバイダ連携 受注側のシナリオ 

 

5.3.1.4 検証結果 

（１）総評 

実証検証は 2018 年 1 月 11 日の午後に行いました。事務局殿をまじえた３者間のＷｅｂ会議及び頻繁

に行った事前の情報交換により、実証検証は大変スムーズに進行し予定通り正常にデータ交換ができ

たことを確認しました。 

 

以下余白 
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（２）検証画面等 

受注と発注双方の操作や表示等を行った画面を抜粋して記載します。 

①発注入力後の画面から送信を実行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②相手プロバイダ側の受信確認画面 
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③受注業務アプリで取り込み販売データとして生成 

 

④注文回答を送信 
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⑤注文回答を受信した画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥注文回答データを業務アプリで取り込み表示 
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5.3.1.5 実証検証の意義 

国連ＣＥＦＡＣＴ準拠の中小企業共通 EDI 仕様を実装した異なる EDI システム間でのデータ交換は、

当該事業開始前の机上においてはなりえるとの確信の基であったと思いますが、実際に実証検証を行

い、このようにほぼ想定通りの結果が出たことは、当該事業の最重要な目的目標が達成できた事であ

ると認識し、EDI に長きにわたり取り組んできた当社にとっては、社歴に刻まれる記念すべき結果と

なりました。 この実績をふまえ、次年度以降の中小企業共通 EDI の普及活動に自信と確信を持ち取

り組んで参ります。 
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6 実証検証結果のまとめ 

6.1 発注受注企業と取引全容 

6.1.1 受注企業の概要 

実証検証に協力した企業の概要は下記となります。 

表―２１ 企業概要 

 

6.1.2 各社の受発注使用ツール状況 

ａ．まるとみ酒販 

・販売先とのやり取りは、同社より小規模事業者や消費者となる為、ＩＴ化は進んでいない。 

・主力商品である酒類の仕入のやり取りは、道内最大級の酒類卸企業より提供されている発注システム

で行なっている。 

・今回実証検証ペアの安岡社とは、補完品である菓子類の仕入をＦＡＸで行っている。 

図―１５ まるとみ酒販の取引全容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受発注

区分 

企業名 企業規模 主要な商品 事業概要 

発注側 （有）まるとみ酒販 中小規模 米・酒類 札幌市内に酒小売店舗２、精米工場配送セ

ンター１を構え、札幌市及び近郊の飲食店

等への卸しと一般消費者への小売りを中心

に事業を展開。 

受注側 

発注側 

（株）安 岡 

 

 

中小規模 菓子類 

飲料類 

札幌市内に中規模スーパー４店舗、本店に

併設して本社を構え、札幌市及び近郊の個

人商店や飲食店等への卸しと一般消費者へ

の小売りを中心に事業を展開。 

受注側 

 

 

（株）ホッカン 中堅規模 海苔類 札幌に本社、道内に 5 つの営業所と東京に

支店を構える。海苔の取り扱いでは北海道

１位。北海道内の大手スーパー以下ほぼす

べての小売店に海苔類を卸している。 

飲食店 

飲食店 
一般消費者 

まるとみ酒販 

販売先 

（発注元） 

仕入先 

（受注元） 酒卸 

酒卸 
安 岡 

電話・ＦＡＸ 

E メール 

酒販販売 

独自発注ｓ 

発注 

ＦＡＸ 

来店・電話・ 

ＦＡＸ 

E メール 



 

45 

 

ｂ．安 岡 

・販売先とのやり取りは、個人経営の商店や消費者となる為、ＥＤＩを含むＩＴ化は進んでいない。 

・仕入先とのやり取りは、買う側の安岡社の意向に合わせる為、ＦＡＸベースである。 

図―１６安岡の取引全容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ホッカン 

・販売先は、大手スーパー及び傘下の小売店が主な為、ＥＤＩ化されている。 

唯一ＦＡＸベースなのが安岡社とのやり取りとなっている。 

・仕入先のほとんどがＥＤＩ化されていない。 

図―１７ ホッカンの取引全容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模小売店 

個人商店 
一般消費者 

安 岡 

販売先 

（発注元） 

仕入先 

（受注元） 食品製造 

食品卸 ホッカン 

電話・ＦＡＸ 

E メール 

ＦＡＸ 

来店・電話 

ＦＡＸ 

スーパー 

大手スーパー 

ホッカン 

販売先 

（発注元） 

仕入先 

（受注元） 

全国の漁連 
資材卸 

ＥＤＩ 

ＦＡＸ 電話・ＦＡＸ 

安 岡 

ＦＡＸ 

全国の漁連 
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6.2 実証検証 ＥＤＩ使用効果の総評 

前章の「5.2.3 効果および課題」にも記述しましたが、まるとみ酒販社は発注業務でＩＴ化の優位性を

十分に理解しています。また、ホッカン社においては受注業務でＥＤＩをフル活用している状況です。

安岡社においては、現在ＥＤＩを使用していませんが、業務管理責任者が前職のチェーンスーパーでＥ

ＤＩを使用していた為、その効果は実体験済みという背景があります。 従いまして、3 社ともＥＤＩ

導入に対しては前向きであり、当該実証検証でＥＤＩの優位性を確証したいとの思いを強く感じました。 

 前章の「5.2.2 実証検証結果」の表―１７と１８記載のとおり、大幅な業務効率向上が２０アイテム

（１取引）でも十分に実証できました。下記の図―１８で効果がわかりやすい様に棒グラフで比較して

みました。 

取引ケース（１）では、注文から注文回答受領までの一連の流れ全体で、約６５％もの時間削減が実証

されました。取引先ケース（２）でも、約５６％の時間削減となりました。取引頻度と一取引当たりの

アイテム数にもよりますが、現在ＦＡＸで行っているやり取りを全てＥＤＩ化できれば飛躍的に受発注

業務の生産性向上が図れることが明確となりました。  

また付随して分かったこととして、取引製品は違いますが業務管理のシステム化が進んでいるホッカ

ン社の受注業務時間と安岡社の受注業務時間を比較するとホッカン社のほうが８５％も業務時間が短

いことが分かりました。これは、ＥＤＩを使用していない状況でも、業務のＩＴ化がなされていれば生

産性は確実に上がることを実証したことになります。  

図―１８ 実証検証結果 業務時間比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・取引ケース（１）の注文回答業務の短縮に大きな効果を出していることが分かります。 

  ・両ケース共に、ＥＤＩ使用後は注文業務の比率が多くなっていることが分かります。これは、 

売場の陳列棚の商品を目視する時間が大半です。今後ＰＯＳと連動した自動補充発注化が行えれば、

この業務時間も大きく削減が可能と思われます。 
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実証検証の業務時間短縮効果を各企業の非ＥＤＩ年間取引件数で予測した結果が下記となります。 

前提として、 

・各社の取引内容（１取引当たりの品種類数等）の平均が今回の実証検証と同一であると仮定します。 

・安岡社における在庫確認時間を実証検証の１／３とします（恒常品比率より算出）。 

・実証検証が発注か受注のみの企業の場合は、どちらか一方取引のみを記述しました。 

 

表―２２ 実証検証結果から予測した年間効果 

会社名 非ＥＤＩ 

発注件数 

発注と回答受

領の短縮時間 

非ＥＤＩ 

受注件数 

受注と受注回

答の短縮時間 

合計予測 

短縮時間 

（有）まるとみ酒

販売 
200 件/年 41 時間/年 7,000 件/年 （予測不可） 41 時間/年 

（株）安岡 
1,000 件/年 400 時間/年 25,000 件/年 6,319 時間/年 6,719 時間/年 

（株）ホッカン 

 
500 件/年 （予測不可） 2,000 件/年 95 時間/年 2 時間/年 

 

 安岡社においては、同社においては、業務管理システムの整備も進んでいない状況であるため、業

務管理機能付き中小企業共通ＥＤＩを活用することで、相当大きな効果が見込めます。 

  中小企業において大きな課題である、慢性的な人手不足による従業員の労働時間の長時間化を解消 

  する為にも大変有益な手段だと言えます。 
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7 事業終了後の普及計画 

7.1 普及に向けたロードマップ 

実証検証を終え、当コンソーシアムが構想した、普及に向けたロードマップは下記となります。 

 

図―１９ 普及に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年から２０２４年までのロードマップです。２０１８年より基本ＥＤＩサービスを展開し、１０

２９年からは金融ＥＤＩと越境（国際）ＥＤＩを開始します。 

普及ターゲットの主軸は北海道ですが順次東北や海外へも拡大します。 

地域行政機関や企業団体とも密に連携して普及活動を積極的に行います。 
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7.2 普及対象サービス 

7.2.1 サービスモデル概要 

普及サービスモデルのイメージは下記となります。 

 

図―２０ 普及サービスモデル概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 サービスの特徴 

 当社製造の業務管理機能付き中小企業共通 EDI 準拠のシステムを核とするサービスは、下記の特徴を 

有しています。 

・業務管理機能も EDI もクラウド型の為、社内の IT 環境が充実していない中小企業でも導入が可能 

・２０１９年には、見積依頼から決済機能までを網羅した総合型ＥＤＩサービスとする 

・２０１９年から、国連ＣＥＦＡＣＴ仕様で越境（国間）ＥＤＩをサービス開始 

・他社の業務管理ソフトや独自システムを有している企業に対しては、当 EDI とデータ交換を可能

とするインターフェース機能を提供する、かつ他社の共通 EDI 準拠のプロバイダとの接続も可能 
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7.2.2.1 ターゲットユーザー 

ターゲットユーザーを一覧でまとめました。 

表―２３ ターゲットユーザー一覧表 

地 域 業 界 企業規模 ポイント 

北海道 

 

時期：2018

年から 

食品業界 個人商店〜中堅卸 

（年商：一千万〜

３０億円程度） 

現在北海道で広く使用されている食品（酒含）発注のシ

ステムが ISDN を使用しています。このシステムを使

用中の顧客へ乗換えを訴求します。 

飲食業界 個人経営〜1０店

鋪展開程度 

（年商：一千万〜1

０億円程度） 

食の宝庫である北海道は、昼夜を問わず飲食店が多い。

飲食店から卸への注文は殆どが電話・FAX や E メール

です。安価でスマホから簡単に注文ができるサービス

は労務負担の軽減に効果が大きいことを訴求します。 

東北 

 

時期：2019 

年から 

食品業界 個人商店〜中堅卸 

（年商：一千万〜

３０億円程度） 

北海道での実績を持って東北地域へ拡大します。北海

道の卸との取引のある事業者や現在当社が取引してい

る全国展開大手スーパーの東北地域店へ商品を供給す

る事業者などから訴求を行ないます。 

飲食業界 個人経営〜1０店

鋪展開程度 

（年商：一千万〜1

０億円程度） 

北海道での実績を持って東北地域へ拡大します。北海

道と同様に飲食店から卸への注文は殆どが電話・FAX

や E メールであると思われます。安価でスマホから簡

単に注文ができるサービスは労務負担の軽減に効果が

大きいことを訴求します。 

海外特に東

南アジア 

 

時期：2019 

年から 

 

書籍業界 大手大企業 

（年商：140 億円程

度） 

新聞紙上でも発表済みですが、ベトナム最大手の書籍

販売企業へ、業務管理システムの開発と共にＥＤＩを

導入する契約がなされ、現在要件定義に入っています。

同社はベトナムに約 1００の店舗を有しており日本の

大手書籍販売企業とも商品受発注を行っています。国

連ＣＥＦＡＴ仕様で越境（国間）ＥＤＩを提供します。 

海外特に東

南アジア 

 

時期：2020 

年から 

食品業界 個人経営～ 

（年商：100 万〜） 

ベトナムの地方地域の食品店は、経営・品揃えそして衛

星管理面でも課題が多くあります。ベトナム政府など

と協力し食品店舗の運営コンサルティングからＥＤＩ

導入までに取り組んで行きます。 
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7.2.2.2 利活用する情報 

当サービスで利活用する情報は下記のとおりとなります。 

なお、金融及び越境ＥＤＩは今後の仕様検討により使用情報が変更となる可能性があります。 

 

図―２１ 利活用する取引情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融 

ＡＰＩ 

ブロックチェーンによる 

国際金融決済 

発注企業 

見積依頼情報 

見積回答情報 

出荷案内情報 

基
本
Ｅ
Ｄ
Ｉ 

サ
ー
ビ
ス 

入金完了情報 出金完了情報 

注文情報 

注文回答情報 

請求情報 

支払予約情報 

金
融
Ｅ
Ｄ
Ｉ 

サ
ー
ビ
ス 

越
境
Ｅ
Ｄ
Ｉ 

サ
ー
ビ
ス 

発注企業 受注企業 

発注企業 受注企業 

入金為替情報 出金為替情報 

見積回答、注文の価格に為替情報を付加 
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7.2.2.3 情報を利活用する仕組み 

当サービスによる情報を利活用する仕組みは下記となります。 

なお、金融及び越境ＥＤＩは今後の仕様検討により利活用する仕組みが変更となる可能性があります。 

 

ａ．基本ＥＤＩサービスによる仕組み 

・発注側は、Ｗｅｂ検索かＪＡＮコード検索か商品名検索により見積依頼対象商品を選定する 

・発注側は、見積依頼を受注側に送信する 

・受注側は、発注側からの見積依頼内容をパソコンで確認し、取引条件をふまえて見積回答をする 

・発注側は、受注側から送信された見積回答を確認し、承知すれば商品マスタに取り込む 

・発注側は、商品マスタ選択かバーコードスキャンか商品画像認識（将来）のいずれかで、発注す

る商品を選択し発注を行う 

・受注側は、発注側からの発注内容を確認して、商品在庫や配送状況をふまえ発注回答を行う。 

・発注側は、受注側からの発注回答を確認する。内容に納得できない場合は、当サービス以外の方

法（電話やＥメールなど）で交渉を行う。 

・受注側は、出荷実績に応じて出荷案内を行う 

・発注側は、商品が到着したら検品を行う。発注回答内容と相違がある場合は、当サービス以外の

方法（電話やＥメールなど）で対応を行う 

 

ｂ．金融ＥＤＩサービスによる仕組み 

・受注側は、納品実績に基づき請求情報を送信する 

・発注側は、受注側からの発注番号単位の請求情報を確認し納品実績と相違が無ければ、支払予定

処理を行う。発注番号単位の支払予定情報は、ＥＤＩ内の金融ＡＰＩにより発注側金融機関に出

金予定情報として通知される。 

・ＥＤＩ内部処理は、発注側の支払予定日に合わせて金融ＡＰＩを通じて発注側金融機関へ資金移

動の依頼を行う。 

・ＥＤＩ内部処理は、金融ＥＤＩを通じて発注側金融機関及び受注側金融機関に資金移動が正常に

行われたかを確認する。 

・ＥＤＩ内部処理は、資金移動が正常に行われた場合、発注側へ発注番号単位の出金完了情報を受

注側へ発注番号単位の入金完了情報を送信する 

 

ｂ．越境ＥＤＩサービスによる仕組み 

・見積回答、注文、注文回答の金額は為替レートをふまえ自国通貨表示（任意選択） 

・資金移動の際に、従来の違国間金融機関送金でなくブロックチェーンシステムを活用し仮想通貨

を経由した資金移動処理を行う。 
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7.2.2.4 サービスの効果 

当ＥＤＩサービスが利用する企業にもたらす効果やメリットは下記となります 

表―２４ サービス効果一覧表 

サービス 

区分 
効果やメリット 

対象企業 
留意点等 

発注企業 受注企業 

基本ＥＤＩ 

 

 

 

 

 

 

・発注受注業務の生産性が向上する。 

・取引量が増加しても労働力の単純追加が不

要となり、人件費増加を抑制できる。 

・発注受注業務社員を他の仕事にローテーシ

ョン可能となる。 

・紙とＦＡＸ通信料が削減できる。 

 

 

〇 〇  

・発注実績を分析して欠品防止のアクション

を講じられ、売り逃しを軽減できる。 

〇 _ 

 

 

・受注実績を分析して在庫の適正化は図れ、

資金繰りが改善できる。 

・新取扱商品の訴求・提案が早く簡単になる。 

_ 

 

〇  

金融ＥＤＩ ・購買業務と経理業務間のデータ連携が可能

となる。 

・請求業務量が大幅に削減できる。 

・未請求が減少できる。 

〇 _ 

 

 

・販売業務と経理業務間のデータ連携が可能

となる。 

・入金消込業務量が大幅に削減できる。 

・発注側と折り合いがつけば、納品即日入金

が可能となり、資金繰りが改善される。 

_ 

 

〇  

越境ＥＤＩ ・送金手数料が安くなる。 

・国際送金の事務手続きが簡素化される。 

・自国通貨記載も可能な為、金額判断がしや

すくなる。 

〇 _ 

 

 

・入金までの日数が早くなる。 

・国際送金の事務手続きが簡素化される。 

 

_ 

 

〇  
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7.2.2.5 その他 

その他、当サービスモデルの特徴として 

・ＩＴが苦手な個人事業者でも使用しやすいシンプルな画面構成と操作性 

・機能を絞り込み、個人事業者でも契約可能な安価な料金設定（月額利用料は 1,000 円～） 

等があります。 

 

 

7.3 体制 

7.3.1 普及推進体制 

当社内の普及体制は下記となります。 

図―２２ 普及体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＥＤＩ普及に関する最

終判断・決裁 

ＥＤＩ普及委員会 

・ＥＤＩ普及に関する方

針、戦略の決定 

・実施管理と指導 

クラウドサービス部門 

・当サービスの契約業務 

・プロモーション計画と

実務 

ベトナム法人内 

ＥＤＩ専任部門 

・東南アジアでの当サー

ビスの営業と導入 

技術部（体制強化） 

・当サービスの導入作業

と保守作業 

・ヘルプデスク 
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7.3.2 連携チャネル 

連携チャネルの基盤は、当社が地道に培ってきた御客様、地域行政や団体との信頼関係に基づく 

実直かつ積極的な活動です。 

・北海道庁はじめ地域行政の信用基盤を最大限に活用します 

・地場産業への金融 EDI の普及を先駆ける為、地場金融機関との連携を深めます 

・東南アジアへの越境 EDI を着実に進める為、ベトナム政府と連係を行います 

・商工会議所をはじめ、産業団体を通じて地場中小企業への活用訴求を行います 

・中小企業経営者の最情報源である新聞社とのパイプを深めパブリシティーの頻度を高めます 

・IT 業界団体を通じ,他 IT 企業との技術的にコラボレーションを強めます 

・幅広い社会的見識を有する専門家からの適切なアドバイスを定期的に頂きます 

・東南アジアへの越境 EDI を着実に進める為、ベトナム政府と連係を行います 

 

図―２３ 連携チャネル体制図 
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7.4 普及見通しとアクションプラン 

7.4.1 普及展開見通し 

今後 7 ヵ年（2018 年度～2024 年度）における各年の普及計画は下記となります。 

表―２５ 普及展開計画 

サービス名 導 入 業

界 

累計導入数 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

基本 EDI 食品 25 80 200 300 300 300 300 

飲食 25 55 100 150 150 150 150 

金融 EDI 食品 0 5 50 150 200 250 300 

飲食 0 5 30 70 100 140 180 

越境 EDI 書籍 0 1 0 0 0 0 0 

食品 0 4 20 30 50 60 70 

合 計 50 150 400 700 800 900 1000 

付記事項 

 ・越境 EDI の書籍業の導入予定企業は１社ですが、同社は約１００店舗のチェーンであるため、 

  約２年で全店舗での EDI 稼動となるため、使用拠点数でカウントすれば１００となります。 

 

7.4.2 アクションプラン 

7.4.2.1 普及拡大のためのアクションプラン 

各年度の主なアクションプランは下記となります。 

表―２６ 各年度の主なアクション 

・ 年

度 

実施項目 

2018 

 

・イーセールスサポート（業務管理機能付共通 EDI）のクラウドサービス開始 

・営業及技術部門強化実施 

・行政主催セミナーを通じて当事業成果と今後の活動を PR 

2019 ・イーセールスサポート Plus（金融 EDI 付加版）のクラウドサービス開始 

・ベトナム部門強化実施 

・公的な地域内 EDI 普及制度の事務局受託 

・越境 EDI 稼動開始（ベトナムでの大手書籍企業） 

・東北方面への営業開始 

2020 ・イーセールスサポート営業強化 

・金融機関と連携しイーセールスサポート Plus 導入企業への融資優遇施策開始 

・ベトナム大手食品企業へのイーセールスサポート営業開始 

2021 ・イーセールスサポートから Plus のヴァージョンアップキャンペーン実施 

2022 ・イーセールスサポートの新規契約を凍結し Plus をスタンダードに変更 

2023 ・イーセールスサポート Plus 機能拡充 

・ISDN 使用システムからの最終乗換促進キャンペーン実施 

2024 ・ISDN 使用システムからの最終乗換ユーザー取込み 

・新たに中期的な普及計画を策定 
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7.5 今後の課題 

7.5.1 普及に向けた課題 

7.5.1.1 想定される主な課題 

次年度からの普及に向けた現実的な課題を列挙しました。 

表―２７ 普及に向けた課題一覧 

要因区分 課題内容 解決案 

顧客側 ●経営者が EDI 導入の判断ができない 

大手企業に比較して中小企業の経営者は IT 投資に

消極的です。IT を経営資源として考えていない経営

者がまだ多く、かつ社内に経営的・戦略的に IT を活

用する提案ができる従業員も少ない為、新たな IT 導

入を判断出来ないのです。 

当社には代表者をはじめ、IT 経営の

専門化である複数の IT コーディネー

タ資格取得者がおります。提案段階か

ら、顧客企業の経営者へ経営革新に通

じる IT 利活用の考え方など助言を行

い、信頼を得る活動を行ないます。 

顧客側 ●現状の仕事を変えたくないベテラン社員の説得 

中小企業では従業員ひとり一人の存在が大きく、特

にベテランの従業員の退職で経営が傾く場合もあり

ます。商品の発注受注業務に従事する事務職員は勤

続年数が長い傾向です。また、ベテランの事務職員

は、トップの判断で今まで慣れている仕事にやり方

を変えられることに真っ向から反対する事がありま

す。大手企業であれば「会社が決めた事」で済みま

すが、中小企業では、経営者が従業員の意見を尊重

しすぎる傾向があります。 

上項同様に IT コーディネータ資格取

得者が、顧客企業の経営者へ IT 利活

用のみならず総合的に経営アドバイ

スを行い、労使関係の在り方やトップ

のリーダーシップに関して等を指導

し是正を促します。 

自社側 ●普及活動に従事させる社員の労働環境 

当社も中小企業であり経営資本が潤沢ではありませ

ん。普及活動の担当社員は、短期で収益を創出する

他の開発案件も兼務する事になります。業務量の増

加による、長時間労働や休日出勤による労働環境の

悪化を防がなければなりません。 

普及業務の標準化（提案マニュアル作

成等）と管理者による業務管理を強化

して、業務の効率化をはかります。 

自社側 ●どの様に EDI 導入有益性を効果的に伝えるか 

「7.4.1 普及展開見通し」の通り導入を実現させるた

めには、できる限り多くの企業へ効果的・効率的に

EDI の有益性を理解して頂き、導入に結び付けねば

なりません。このような活動は、当社社員の人員だ

けでは困難だと思われます。 

中心となる解決方法は２つと考えま

す。ひとつは、行政や関係団体の協力

を頂き経営者向けに普及につながる

講習会や説明会を設けます。２つめ

は、説明会用動画等を作成し、分かり

やすくてかつ印象深い販売促進媒体

を作成します。 

自社側 ●最新技術の実装に対する体制作り 

金融 EDI や越境 EDI では、ブロックチェーンを初め

とする Fintech や AI 等の最先端技術を実装する必要

があります。当社にとって実装実績がほとんどない領

域となっています。 

社員のスキルアップを計画的に行う

ことはもとより、実装経験者の獲得

（中途採用）や外部の専門家との契約

で早期に実装レベルまで向上させま

す。 
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7.5.1.2 当プロジェクトでの課題取組結果 

（１）最新技術の実装に対する体制づくり 

当プロジェクトの当初計画に「ＥＤＩ先進事例の調査研究」を記載しました。今後の普及に係る先

進事例として、金融ＥＤＩを含めた Fintech（金融のＩＴ利活用）に関する調査研究を行いました。 

 

表―２８ ＥＤＩ先進事例の調査研究活動 

項目 内容 備考 

Fintech 全般 Ｗｅｂからの情報収集はもとよ

り、ＩＴ系定期発行雑誌や新書

などで Fintech に対する企業動

向からブロックチェーン最新技

術動向を調査研究。 

 

 

 

 

ＩＴ系雑誌： 

日経コンピュータ 

新 書： 

企業のためのフィンテック 

ブロックチェーンレヴォ 

リューション 

ビットコインとブロックチェ

ーン：暗号通貨を支える技術  

等 

国内金融ＥＤＩ普及動向 

 

 

 

 

2017 年 10 月 10 日に実施され

た 全 国 銀 行 協 会 主 催 の

「FinTech×金融EDI powered by 

全国銀行協会 

～企業の生産性向上・成長力強

化に向けて～」に参加。 

・全銀ＥＤＩシステムの概要 

 と展開計画 等 

 

 

7.5.2 外的要因に対する課題解決要望・提言 

２０１８年以降の普及活動と金融 EDI や越境 EDI の製造は自走が基本と理解していますが、地方の中小

企業へ着実に EDI を広げるためには、行政主導による導入企業に対する優遇措置（減税、低利融資、補

助金など）の整備を要望致します。 
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8 まとめ・提言 

2017 年４月より着手しました当事業は、当実証検証結果報告書をもって一連の完了となります。 

当社の現代表者（創業者）は前職の時代より EDI に取り組んでおり、創業から EDI に特化した IT ベン

ダーとして取り組んで参りました。創業 10 年の節目である 2017 年に、当事業に参加することができ、

当社の第一期の集大成的な取り組みとなりました。この事業で、中小企業の EDI が国際標準準拠仕様の

方向で進める事を含め、当社が知らなかった情報が数多く有り大変勉強になりました。また、事務局の皆

さまや全国の EDI 提供企業との交流も深めることができ、当社の方向性に間違いが無いことも確信する

とともに多くの仲間と EDI の普及活動に取り組んでいける事への誇りを感じております。  

北海道は京名阪の大都市圏と産業構造も景気動向も大きく異ります。地方の最大の問題は人口減少と

企業数の減少です。地方の中小企業が勝ち残っていくためには、その地域の顧客だけではなく、全国及び

海外にも商圏を広げなければなりません。国際標準準拠仕様の中小企業共通 EDI は、正に地方の中小企

業が全国及び海外に商取引きを拡げる為の強力な武器であることは間違いありません。当実証検証で有

意性が実証できた国際標準準拠仕様の中小企業共通 EDI を、２０１８年度から普及させていきますが、

当社としては、「当社は、どこよりも確実に地域で頑張る企業を元気づける」の使命感を持って取組んで

参ります。 

 

以上 


